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本市では、平成２９年４月に令和４年３月末までの５年間

を計画期間とした「福知山市空家等対策計画」を策定し、自

治会組織をはじめ、市民の皆様や関係団体の皆様の御協力に

より空家等に関する様々な施策に取り組んでまいりました。 

 この間、全国的に急速な人口減少や少子高齢化が進み、本

市においても、価値観や生活様式の多様化等とも相まって空

家等が増加しており、本市の安全・安心のまちづくりにかか

わる大きな課題となっています。 

 空家等については、本来その所有者等が適正な管理をする

責務があります。しかし、空家等が適正に管理されないまま放置されてしまうと安全、環境、

景観、防犯、生活等の多岐にわたって深刻な影響を及ぼす可能性があり、市としても必要な

措置を的確に見定め対応していくことが重要と考えております。 

この度、計画期間の満了にあたり、この間に実施した空家等に関する調査や取組み実績を

踏まえ、令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間として当初計画を改定しました。 

本計画の基本的な考え方は前計画から継承し、空家等による問題解決のために、これまで

の取組みとそこから確認した課題等を踏まえ、発生の予防と適正な管理についての啓発、相

談体制の充実等により総合的な対策の推進に努めてまいりますので、本計画への一層の御理

解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

後になりましたが、計画の改定にあたり、貴重な御意見、御提言をいただきました福知山

市空家等対策協議会委員の皆様をはじめ関係の皆様方に心からお礼申し上げます。 

 

令和４年３月 

福知山市長 大橋 一夫 
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第１章 計画の改定にあたって 

１ 計画改定の背景 

わが国では総人口が減少に転じる中、核家族化、少子高齢化及び過疎化に伴い、居

住やその他の使用がされず長期間にわたり放置された空家等が増加しています。 

これらの空家等の一部は、火災の発生や倒壊、公衆衛生の悪化、景観の阻害等を引

き起こすおそれがある管理不全な建築物として社会問題になるなか、空家等の適正な

維持管理を行政が関わって推進するための「空家等対策の推進に関する特別措置法」

（以下「空家法」と呼びます。）が２０１５（平成２７）年５月に全面的に施行されま

した。 

この空家法の第７条には、市町村の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、国の指針に即した計画を定めることができると規定されています。 

福知山市（以下、本市と呼びます。）においては空家等対策の推進を目的として、２

０１６（平成２８）年８月に「福知山市空家等の適正管理に関する条例」を施行し、

２０１７（平成２９）年４月には「福知山市空家等対策計画」を策定しました。 

この度、この「福知山市空家等対策計画」の５年にわたる計画期間の満了に伴い、

これまでの取組みを整理するとともに、社会ニーズや社会情勢の変化を踏まえ、総合

的な空家等対策を一層推進するために当初の計画を改定します。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、空家法の規定に基づいて進める空家等対策の総合的な計画と位置づ

け、本市の将来計画である「まちづくり構想 福知山」をはじめ、関連計画・施策

との整合性・連携を図りながら推進するものとします。

 

 

 

 

国

福
知
山
市

まちづくり構想 福知山

福知山市空家等対策計画
・都市計画マスタープラン

・その他の計画

・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

・「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）

福知山市空家等の適正管理に関する条例
（平成２８年福知山市条例第４号）
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３ 計画期間 

計画期間は、当初策定時の２０１７（平成２９）年度から２０２１（令和３）年度

の５年間が満了したため、今回の改定により２０２２（令和４）年度から２０２６（令

和８）年度まで引き続き５年間の期間とし、空家等の対策を計画的に推進していきま

す。  

 

 

 

  



3 

 

第２章 空家等対策計画のこれまでの取組み 

１ 空家等対策計画における本市の取組み（２０１７（平成２９）年度から２０２１

（令和３）年度まで） 

（１）福知山市空家等対策計画の策定（２０１７（平成２９）年４月施行） 

（２）福知山市空家等対策協議会の開催 

  ア 協議会開催 １２回 

イ 協議事項 

（ア）福知山市特定空家等判断基準の策定に係る協議 

 （イ）特定空家等の認定に係る協議 

 （ウ）現地調査による空家等の状況確認 

 （エ）空家等への施策（家屋解体補助のあり方他）に係る協議 

 （オ）空家等対策計画改定に係る協議 

（３）福知山市特定空家等判断基準の策定 

特定空家等を認定するために国が示す｢特定空家等に対する措置に関する適切な

実施を図るために必要な指針｣を踏まえ、空家法に基づき、「福知山市特定空家等判

断基準」を定めました。 

（４）特定空家等の認定 

認定件数 ７件  

・所有者等による除却済：３件  

・所有者等の不存在のため本市による略式代執行（除却）済：３件 

・所有者等への助言・指導の継続：１件  

（５）空家等実態調査及び空家等所有者意向調査アンケートの実施 

市内における空家等の実数を把握するため、２０１７（平成２９）年３月から

２０１９（平成３１）年４月にかけ、本市の依頼に基づき、自治会が実施した調

査の結果を踏まえた職員による現地調査を経て、１,１７５件（２０２１（令和

３）年３月３１日時点）を空家等として把握しました。実態調査で判明した所有

者等には、空家等となった理由や困っていること等の意向調査アンケートを実施

しました。 

アンケート結果から、居住者の死亡や施設入所といった高齢者に関連した理由

により空家等が発生している事例が多いことを確認しました（p.資-９）。 

（６）関連機関・団体との連携体制の整備及び取組み 

高度な専門性を持った関係機関と連携・協力し空家等対策をより効果的に進める

ため、本市は「京都弁護士会」、「京都府建築士会」、「京都府宅地建物取引業協会」、

「京都土地家屋調査士会」と空家等対策に対する協定を２０１９（令和元）年７月

に締結しました。 

 ・無料相談会：３回開催 

 ・相談件数：１６件 
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（７）啓発 

空家等の発生を予防する取組みとして啓発パンフレット（２,０００部）を作成

し、相談者への配布や所有者等への送付による配架を行いました。 

また、常設の相談窓口だけでなく、福知山市ホームページにも空家等に関連する

情報を掲載しました。 

（８）その他 

ア 常設の相談窓口に寄せられた苦情や相談への対応  ９９件 

そのうち、除却や補修により改善した件数     １４件（約１４％） 

イ 耐震診断実績                  １５件 

ウ 耐震改修補助実績                 ６件 

（本格改修３件 簡易改修３件） 

エ 農山村地域空き家情報バンク登録物件における改修補助実績 

 ４２件 

（（８）はいずれも２０１７（平成２９）年４月１日から２０２１（令和３）年

３月３１日まで） 

 

２ これまでの取組みから見えた空家等の発生等の要因 
当初計画策定（２０１７（平成２９）年４月）以後の、所有者等へのアンケート

の結果や一般的な指摘事項、日々の空家等の業務に携わっている中で得た情報とい

った取組みの結果から、空家等が発生し、その状態が長期化する要因を次のとおり

分類しました。 

なお、空家等は個人の財産のため、放置される要因は所有者等側の理由から整理

しています。 

（１）発生の要因 

核家族化・単独世帯化・高齢化の進行 

居住者の死亡や施設入所といった主に高齢者に係わる理由により空家等が発

生している事例が多い（p.資-９）、将来の相続人は別所で住居を構えており家

屋継承の難易度が上がっている など 

（２）放置される要因 

ア 所有者等の責任放棄 

居宅は別に所有しているため不要である、相続等により取得したため家や地

域に愛着がなく関心が薄い、権利関係が複雑で将来の相続人が多いため代表す

る人がいない など 

イ 空家等に関する情報の不足 

活用の仕方がわからない、相談先や情報の入手先がわからない、相談する内

容がわからない など 

ウ 所有者等の不存在 

居住者の死亡や相続放棄により所有者等が不存在となった など 

エ 経済的要因 

経済的要因により費用を負担できない（高額な改修・除却費用を捻出できな

い、交通費がかかるため頻繁に管理に来られない） など 
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第３章 本市の人口と空き家の状況 

１ 人口、世帯及び高齢化率 

（１）人口・世帯の推移 

本市の人口は、国勢調査によると２０００（平成１２）年の８３,１２０人をピー

クにその後は一貫して減少しています（図１）。また、国立社会保障・人口問題研究

所が２０１８（平成３０）年に発表した将来人口推計によれば、本市の人口は今後

さらに減少し、２０４５年には６６,５８９人（２０２０（令和２）年より１３.９％

の減少）になると推計されています（図１）。 

住民基本台帳のデータでみると本市の２０２１（令和３）年３月末日の人口は、

７５,５１７人※で当初計画策定時の２０１７（平成２９）年から４年間で２,４７

２人減少しています（図２・表３）。 

一方で、世帯数は４７０世帯増加しており、本市の世帯構成の状況については、

１世帯あたりの人口の減少がみられました（図２・図３）。 

一般世帯数の推移がわかる国勢調査によると「単独世帯」は２０２０（令和２）

年で１２,３９０世帯となり、直前の平成２７年の調査と比較して１９.６％の増加

となっています（表１）。 

また、一般世帯に占める「単独世帯」の割合は３２.３％から３７.０％に上昇し

（表１）、記録が確認できる１９６０（昭和３５）年の調査以来最も高くなっていま

す。 

地域別にみると、旧３町地域では人口・世帯ともに減少し、旧福知山市地域では

人口の減少に対して世帯の増加が顕著にみられます（図２）。 

 

※空家等の対策の対象とならない社宅、寮、福祉施設等に住んでおられる人数は含めていません。 
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世帯の家族類型別一般世帯数の推移

実数 割合 増減数 増減率

2015年
(平成27年)

2020年
(令和2年)

2015年
(平成27年)

2020年
(令和2年)

一般世帯 32,065 33,528 100.0% 100.0% 1,463 4.6%

 _親族のみの世帯 21,470 20,833 67.0% 62.1% ▲ 637 ▲ 3.0%

　　核家族世帯 18,216 18,373 - - 157 0.9%

　　　夫婦のみ 7,370 7,616 - - 246 3.3%

　　　夫婦と子ども 8,232 7,996 - - ▲ 236 ▲ 2.9%

　　　ひとり親と子ども 2,614 2,761 - - 147 5.6%

　　核家族以外の世帯 3,254 2,460 - - ▲ 794 ▲ 24.4%

 _非親族を含む世帯 218 232 0.7% 0.7% 14 6.4%

 _単独世帯 10,357 12,390 32.3% 37.0% 2,033 19.6%

 _世帯の家族類型「不詳」 20 73 0.1% 0.9% 53 265.0%

　※　「一般世帯」は、「施設等の世帯」以外の世帯です。

（資料：平成２７年・令和２年国勢調査） 

 

 

（資料：住民基本台帳データ） 

 

  

福知山市の人口・世帯数・高齢化率 

（空家等対策計画策定前後） 

表１ 

図４ 

福知山市の世帯の家族類型別一般世帯数の推移 
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福知山市地区別人口、世帯数及び高齢化率の比較【平成 25年から令和２年】

人口 世帯数
高齢化率

（％）

(b)-(a) (b)-(a) (b)-(a)

惇 明 9,013 4,050 25.76 9,153 4,213 26.66 140 163 0.90

昭 和 10,216 4,540 21.41 10,247 4,708 23.02 31 168 1.61

大 正 6,407 3,033 23.35 6,363 3,137 24.45 ▲ 44 104 1.10

雀 部 8,429 3,675 20.63 8,353 3,781 24.08 ▲ 76 106 3.45

遷 喬 4,690 1,936 22.03 4,860 2,035 23.23 170 99 1.20

成 仁 3,696 1,311 11.50 3,871 1,409 14.91 175 98 3.41

庵 我 2,336 1,053 33.35 2,191 1,037 37.47 ▲ 145 ▲ 16 4.12

佐 賀 848 350 41.04 747 332 46.05 ▲ 101 ▲ 18 5.01

下 豊 富 7,514 3,030 23.36 7,341 3,138 27.58 ▲ 173 108 4.22

下 川 口 891 382 40.18 828 376 46.26 ▲ 63 ▲ 6 6.08

上 豊 富 1,924 758 29.99 1,792 747 32.09 ▲ 132 ▲ 11 2.10

上 六 人 部 1,146 506 37.70 1,077 493 41.04 ▲ 69 ▲ 13 3.34

中 六 人 部 891 372 38.61 804 364 42.79 ▲ 87 ▲ 8 4.18

下 六 人 部 5,175 2,048 17.39 5,254 2,146 19.32 79 98 1.93

上 川 口 1,609 673 32.38 1,507 672 37.43 ▲ 102 ▲ 1 5.05

金 谷 1,004 431 39.14 924 428 45.24 ▲ 80 ▲ 3 6.10

三 岳 629 284 46.90 544 267 52.02 ▲ 85 ▲ 17 5.12

金 山 462 229 48.92 409 218 57.21 ▲ 53 ▲ 11 8.29

雲 原 292 130 47.26 262 126 53.82 ▲ 30 ▲ 4 6.56

菟 原 1,266 514 36.97 1,091 509 45.10 ▲ 175 ▲ 5 8.13

細 見 1,893 903 36.03 1,738 885 39.36 ▲ 155 ▲ 18 3.33

川 合 701 324 44.79 604 307 52.98 ▲ 97 ▲ 17 8.19

下 夜 久 野 1,555 655 42.70 1,403 630 45.40 ▲ 152 ▲ 25 2.70

中 夜 久 野 821 336 38.61 729 320 45.40 ▲ 92 ▲ 16 6.79

上 夜 久 野 1,598 643 42.18 1,380 599 48.91 ▲ 218 ▲ 44 6.73

美 河 2,866 1,142 35.28 2,670 1,099 37.45 ▲ 196 ▲ 43 2.17

美 鈴 874 402 43.59 763 377 47.84 ▲ 111 ▲ 25 4.25

有 仁 1,229 489 43.12 1,084 461 48.06 ▲ 145 ▲ 28 4.94

合 計 79,975 34,199 25.78 77,989 34,814 29.15 ▲1,986 615 3.37

計画策定前の期間
平成25年3月末から平成29年3月末

地区名

2013年(平成25年)3月末(a) 2017年(平成29年)3月末(b) 増減

人口 世帯数
高齢化
率（％）

人口 世帯数
高齢化
率（％）

表２ 
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人口 世帯数
高齢化率

（％）

(ｃ)-(b) (ｃ)-(b) (ｃ)-(b)

惇 明 9,153 4,213 26.66 9,091 4,324 26.12 ▲ 62 111 ▲ 0.54

昭 和 10,247 4,708 23.02 10,236 4,887 23.21 ▲ 11 179 0.19

大 正 6,363 3,137 24.45 6,426 3,284 24.59 63 147 0.14

雀 部 8,353 3,781 24.08 8,186 3,893 25.80 ▲ 167 112 1.72

遷 喬 4,860 2,035 23.23 4,879 2,124 24.19 19 89 0.96

成 仁 3,871 1,409 14.91 3,908 1,447 16.43 37 38 1.52

庵 我 2,191 1,037 37.47 1,972 986 41.13 ▲ 219 ▲ 51 3.66

佐 賀 747 332 46.05 672 323 50.74 ▲ 75 ▲ 9 4.69

下 豊 富 7,341 3,138 27.58 7,108 3,222 30.70 ▲ 233 84 3.12

下 川 口 828 376 46.26 692 337 51.16 ▲ 136 ▲ 39 4.90

上 豊 富 1,792 747 32.09 1,736 770 33.24 ▲ 56 23 1.15

上 六 人 部 1,077 493 41.04 971 461 45.93 ▲ 106 ▲ 32 4.89

中 六 人 部 804 364 42.79 716 347 49.44 ▲ 88 ▲ 17 6.65

下 六 人 部 5,254 2,146 19.32 5,299 2,266 20.19 45 120 0.87

上 川 口 1,507 672 37.43 1,420 652 41.20 ▲ 87 ▲ 20 3.77

金 谷 924 428 45.24 828 411 49.88 ▲ 96 ▲ 17 4.64

三 岳 544 267 52.02 450 241 55.33 ▲ 94 ▲ 26 3.31

金 山 409 218 57.21 338 194 57.10 ▲ 71 ▲ 24 ▲ 0.11

雲 原 262 126 53.82 241 123 51.87 ▲ 21 ▲ 3 ▲ 1.95

菟 原 1,091 509 45.10 975 479 50.87 ▲ 116 ▲ 30 5.77

細 見 1,738 885 39.36 1,576 850 41.69 ▲ 162 ▲ 35 2.33

川 合 604 307 52.98 565 315 53.81 ▲ 39 8 0.83

下 夜 久 野 1,403 630 45.40 1,284 607 50.86 ▲ 119 ▲ 23 5.46

中 夜 久 野 729 320 45.40 653 320 49.62 ▲ 76 0 4.22

上 夜 久 野 1,380 599 48.91 1,221 563 53.48 ▲ 159 ▲ 36 4.57

美 河 2,670 1,099 37.45 2,439 1,065 39.73 ▲ 231 ▲ 34 2.28

美 鈴 763 377 47.84 651 344 50.23 ▲ 112 ▲ 33 2.39

有 仁 1,084 461 48.06 984 449 50.51 ▲ 100 ▲ 12 2.45

合 計 77,989 34,814 29.15 75,517 35,284 30.25 ▲ 2,472 470 1.10

平成29年3月末から令和2年3月末

地区名

2017年(平成29年)3月末(b) 2021年(令和3年)3月末(ｃ) 増減

人口 世帯数
高齢化
率（％）

人口 世帯数
高齢化
率（％）

 

※表 2・3 には、空家等の対策の対象とならない社宅、寮、福祉施設等に住んでおられる人数は含めていません。 

※高齢化率は、人口に占める６５歳以上の割合です。             （資料：住民基本台帳データ）  

表３ 
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（２）地区と空家等の発生予測パターンについて 

２０１７（平成２９）年度の当初計画策定時期から２０２０（令和２）年度中の

人口及び世帯数の変動と空家等の動向の予測について、３つのパターンに分類しま

した。 

分 類 予  測 

① 人口・世帯数

ともに増加し

た地区 

空家等となった家屋の解体後に売地等になるなど、活発

な取引がされており、順調に所有者等による跡地利用が進

んでいます。 

その一方で、様々な理由により所有者等による適切な管

理がなされず、管理不全な物件として連絡を受け、助言や

情報提供を行う事例があります。 

空家等の問題が少ないように考えられますが、宅地造成

された地区では住民の年代に偏りがみられることから、世

代の交代時期に家屋が継承されなければ急激な空家等の増

加につながる可能性があると考えられます。 

大正地区、遷喬地区、成仁地区、下六人部地区 

② 人口は減少し

たが、世帯数

が増加した地

区 

○1 の地区と同様に、概ね跡地利用等が進んでいます。 

配偶者の死亡による世帯員が一人だけの単独世帯の増加

と並行し、従来からの核家族化も進行していると想定され

ます。こうした単独世帯や核家族等の増加により家屋の世

代継承の難易度が上がり、居住やその他の使用がなされな

い空家等の発生も増加すると考えられます。 

惇明地区、昭和地区、雀部地区、下豊富地区、上豊富地区、

川合地区 

 

③ 人口・世帯数

ともに減少し

た地区 

農山村地域空き家情報バンク制度による空き家の利活用

を進めており、地域と協働で移住促進特別区域制度等も活

用しながら空き家問題から移住者等の受け入れによる地域

活性化まで、課題解決に取り組んでいます。 

また、大半の地区で過疎化や高齢化が進行しており、世

帯数の減少とともに今後急激に空家等が増加していく可能

性が高い地区と考えられます。 

庵我地区、佐賀地区、下川口地区、上六人部地区、中六人部

地区、上川口地区、金谷地区、三岳地区、金山地区、雲原地

区、菟原地区、細見地区、川合地区、下夜久野地区、中夜久

野地区、上夜久野地区、美河地区、美鈴地区、有仁地区 
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２ 住宅総数と空き家数について 

本市における住宅の状況について、総務省の住宅・土地統計調査※1 の結果や本

市の固定資産台帳から検証しました。 

ただし、住宅・土地統計調査結果における空き家の中には、賃貸用住宅や売却用

住宅など、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指

針」に示されている空家等の定義よりも幅広い用途の建物が含まれており、全て

が本計画の対象とならないものですが、空家等の傾向を把握するための参考とし

て掲載します。 

 

住宅・土地統計調査における住宅の区分は、次のとおりです。 

住宅・土地統計調査における住宅の区分

住宅以外で人が居住する建物 売却用の住宅

その他の住宅

居住世帯のある住宅

居住世帯のない住宅 一時現在者のみの住宅※２

空き家※３ 二次的住宅

建築中の住宅 賃貸用の住宅

※１ 住宅・土地統計調査： 

総務省が５年毎に実施する抽出調査で、調査結果は推計値であり、固定資産台帳の数値

とは相違があります。 

※２ 一時現在者のみの住宅： 

昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊りしているなど、そこに普段居住して

いる者が一人もいない住宅を指します。 

※３ 空き家： 

住宅・土地統計調査における空き家の定義は、用途が決まっている二次的住宅、賃貸用の

住宅、売却用の住宅が含まれていることから、空家法に規定する空家等とは定義が異な

ります。 

 

（１）全国的な住宅、空き家の状況について 

２０１８（平成３０）年の住宅・土地統計調査の結果によれば、全国の空き家数

は約８４９万戸で、住宅総数約６，２４０万戸に占める割合（空き家率）は１３．

６％となっており、５年前の２０１３（平成２５）年調査と比較すると、空き家数

は約２９万戸増加、空き家率は０．１％増加しています（図５）。 

また、住生活基本計画（２０２１（令和３）年３月１９日閣議決定）においては、

居住目的のない空き家数※を２０１８（平成３０）年の３４９万戸から２０３０（令

和１２）年において４００万戸程度に抑えるという成果指標が示されるなど、今後

も空き家の増加が見込まれています（p.１２）。 

 

※住宅・土地統計調査（総務省）における賃貸・売却用等以外の「その他」の空き家数 

 



12 

 

 

（資料：平成３０年 住宅・土地統計調査 第１-１表） 

 

住生活基本計画における成果指標 

① 市区町村の取組みにより除却等がなされた管理不全空き家数 

  ９万物件（平成２７年５月～令和２年３月）→２０万物件 

（令和３年～１２年） 

② 居住目的のない空き家数※ 

３４９万戸（平成３０年） → ４００万戸程度に抑える（令和１２年） 

（※住宅・土地統計調査（総務省）における賃貸・売却用等以外の「その他」

の空き家数） 

 

（２）本市の住宅、空き家の状況について 

住宅総数と空き家数 

２０１８（平成３０）年住宅・土地統計調査の結果によると、本市の住宅総数

は３８,９２０戸に対し、空き家数は７,３００戸、空き家率は１８.８％であり、

全国平均１３.６％、京都府平均１２.８％を大きく上回っています（表４）。 

また、２０１３（平成２５）年との比較では、全国が微増、京都府が微減で推

移していることに対し、本市では大きく増加していることに留意し、今後の取

組みが必要です（表４）。 

  

 

全国の住宅総数及び空き家数 

図５ 
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   （資料：平成２５年・平成３０年 住宅・土地統計調査 第１-２表） 

さらに、本市の住宅総数及び空き家数の推移をみると、２０１８（平成３０）年

では２０１３（平成２５）年調査に比べて住宅総数が２６０戸、空き家数が５３０

戸増加しています（表４・図６）。 

２０１８（平成３０）年の空き家を種別毎にみると、｢売却用｣が２１０戸、

｢賃貸用｣が３,０１０戸、別荘など常時住んでいないが利用している｢二次的住

宅｣が５７０戸となっています（図６）。また、これら以外の用途がなく使われ

ていない「その他の住宅」は３,５００戸です（図６）。 

これらの種別のうち、適正な管理が行われず、周辺環境に悪影響を及ぼす空

家等となる可能性が高く問題となっているのは、「その他の住宅」です。２０１

８（平成３０）年では、空き家は増加していますが、その他の住宅は減少してい

ることに留意し、今後の取組みが必要です（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市の住宅総数及び種類ごと空き家数 

表４ 

図６ 

（資料：平成３０年 住宅・土地統計調査 第１-２表） 

空き家数と空き家率の比較

住宅総数（戸）A 空き家数（戸）B
空き家率（％）

B/A

2013年(平成25年） 60,628,600 8,195,600 13.5%

2018年(平成30年) 62,407,400 8,488,600 13.6%

2013年(平成25年） 1,320,300 175,300 13.3%

2018年(平成30年) 1,338,300 171,800 12.8%

2013年(平成25年) 38,660 6,770 17.5%

2018年(平成30年) 38,920 7,300 18.8%

全 国

京 都 府

福 知 山 市

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 
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３ 住宅の構造と建築時期 

（１）構造別建物数の状況 

本市における住宅構造別の建物数を２０２１（令和３）年の固定資産台帳で

みると、住宅棟数（共同住宅を含む）３４,９８４棟のうち、木造が２９,４２３

棟で全体の８４.１％を占めています。残りの１５.９％は軽量鉄骨造や鉄筋コン

クリート造等です（表５）。 

また、専用住宅の建物の建て方の内訳は、戸建住宅が９５.２％、共同住宅

が４.８％となっています（表５）。 

 

 

（資料：令和３年固定資産台帳）  

 

（２）住宅の建築時期 

２００６（平成１８）年以降、令和２年までに新たに建築された住宅棟数は、

４,８８６棟であり、全体の１３.９％を占めます（図７）。 

また、耐震基準が現行のものに見直された１９８１（昭和５６）年の建築基準

法改正より以前に建築された住宅棟数は、建築年が不詳のものも合わせると１６,

３４３棟（２０１５（平成２７）年調査時：１７,６８７棟）と全体の４６.７％

（２０１５（平成２７）年調査時：５０.０％）を占めます（図７）。 

少しずつ新築家屋の割合は増えていますが、全体数からは、新築後２０年内

の住宅は少なく、建築後、長期間を経ている住宅が多い状況にあります。 

このことから、既存の住宅が継承され長く利活用されるために、継続して耐

震化やリフォームを含めた「住宅の良質化」を図る必要があります。 

福知山市の住宅構造別の建て方 表５ 

戸建住宅 共同住宅

木造 29,423 27,350 508 1,565

コンクリートブロック造 79 74 5 0

軽量鉄骨造 4,283 3,631 652 0

鉄筋コンクリート造 255 138 117 0

鉄骨造 940 612 328 0

鉄骨鉄筋コンクリート 4 3 1 0

総数 34,984 31,808 1,611 1,565

住宅構造 総数（棟）
内訳（棟）

専用住宅
併用住宅
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（資料：令和３年固定資産台帳）  

４ 住宅の腐朽・破損の状況 

（１）空き家の腐朽・破損率 

２０１８（平成３０）年住宅・土地統計調査の結果によると、本市の空き家の

うち、建物の腐朽・破損がみられるものは１,１２０戸で、腐朽・破損率は１５.

３％となり、全国平均２２.４％、京都府平均２２．４％を下回っています（表

６）。 

２０１３（平成２５）年の調査結果では、本市の腐朽・破損率は全国及び京

都府の腐朽・破損率を上回っていました（表６）。この変化については、現在ま

での取組みを含め今後の５年間の推移を比較しながら検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成２５年・３０年 住宅・土地統計調査 第３５-２表） 

 

（２）腐朽・破損の有無と建築時期別の所有区分 

２０１８（平成３０）年住宅・土地統計調査の結果から、本市の住宅所有区分

をみると、住宅数３１,４９０戸のうち、持ち家率は６５.０％（２０,４６０戸）と

なっています（表８）。 
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図７ 

福知山市の住宅の構造別・建築時期別分布 

 

表６ 
空き家数と空き家率の比較

空き家数（戸）A 腐朽・破損あり（戸）B
腐朽・破損率（％）

B/A

2013年(平成25年) 8,195,600 2,130,500 26.0%

2018年(平成30年) 8,488,600 1,897,300 22.4%

2013年(平成25年) 175,300 48,200 27.5%

2018年(平成30年) 171,800 38,400 22.4%

2013年(平成25年) 6,770 2,060 30.4%

2018年(平成30年) 7,300 1,120 15.3%

全　　　　　　国

京　　都　　府

福　知　山　市

空き家数と腐朽・破損率の比較 
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なお、２０１８（平成３０）年では建築時期に限らず、構成員が６５歳以上のみ

の単身・夫婦世帯が持ち家に居住している割合は８４.５％となっています（表７）。

高齢者のみ世帯の持ち家比率は高く、今後相続等の課題が発生する可能性が高いと

いえます。そうなると、持ち家は、世帯数の減少の影響を受けやすくなります。そ

のため、空き家となった場合は、確実な相続手続きによる所有者等の明確化と住宅

の所有者等による維持管理、売買、除却が重要となります。 

また、持ち家２０,４６０戸のうち５００戸は腐朽・破損があり、建築時期が１９

７０（昭和４５）年以前の古いものは腐朽・破損が多いことが把握できます（表８）。

これらの住宅は長く使用し続けるために、補修、補強の必要があります。 

 

 

 

S46 S56 H03 H08 H13 H18 H23 H28

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

S55 H02 H07 H12 H17 H22 H27 H30.9

5,220 4,080 4,130 2,880 3,440 2,740 2,210 2,570 1,610

16.6% 13.0% 13.1% 9.1% 10.9% 8.7% 7.0% 8.2% 5.1%

20,460 4,530 3,210 2,790 1,840 2,040 1,640 1,480 1,460 700

あり 500 190 90 60 60 40 20 - 10 20

なし 19,960 4,330 3,120 2,730 1,780 2,000 1,630 1,480 1,450 690

9,570 690 870 1,340 1,040 1,400 1,090 730 1,110 910

あり 570 180 220 40 90 - - - 40 -

なし 9,000 510 650 1,300 950 1,400 1,090 730 1,080 910

建築の時期別（戸）

S45以前

31,490

区分
総数
（戸）
※１

腐朽
破損

腐朽
破損

内
訳

住宅総数※２

持ち家

借　家

 

※本表は、住宅・土地統計調査の推計方法により、総数と内訳の合計が必ずしも一致しません。 

※１ 建築の時期「不詳」を含みます。 

※２ 住宅の所有の関係「不詳」を含みます。 

 

福知山市の住宅所有区分別における腐朽・破損の有無と建築の時期 

表７ 

表８ 

福知山市の「構成員が 65歳以上のみの単身・夫婦世帯数」と 

「持ち家に居住している世帯の割合」 

総世帯数 持ち家世帯 （単身） （夫婦） 割合

2008年
（平成20年）

6,580 5,550 (2,590) (2,960) 84.4%

2013年
（平成25年）

6,840 5,780 (2,650) (3,130) 84.5%

2018年
（平成30年）

7,590 6,410 (3,360) (3,050) 84.5%

（資料：平成３０年 住宅・土地統計調査 第３３-２表） 

（資料：平成３０年 住宅・土地統計調査 第９３-３表） 
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第４章 空家等対策の各種取組み 

１ 課題の整理 

第２章 空家等対策計画のこれまでの取組みと第３章 本市の人口と空き家の

状況を踏まえ、今後空家等対策に取り組んでいく上での課題を次のように整理し

ました。 

（１）空家等の現状把握 

空家等に起因する問題を予防するために、空家等の継続的な実態把握による

適切な施策の打ち出しが必要 

 

（２）空家等の発生の予防 

今後も空家等の増加が予測されることから、新たな空家等の発生を抑制する

取組みが必要 

 

（３）空家等の適正な維持管理 

適正な管理ができていない空家等は、周囲に影響を及ぼすことが考えられる

ため、所有者等による適正な管理を促進する取組みが必要 

 

（４）空家等の利活用の促進 

所有者等に対して有効活用や市場流通を促すため、情報提供やマッチング等

の支援等を行っていくことが必要 

 

（５）関係機関との連携 

空家等対策について地域全体で取り組むために、空家等の所有者等を含む市

民・地域組織・関係団体・行政等の多様な主体が連携することが必要 
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２ 基本的事項 

 

    

 

 

 

 

（１）基本方策 

空家等は個人財産であることから、第一義的な管理責任のある所有者等が自らの

責任により適正に管理することを原則とした上で、所有者等が抱える課題の解決等

に向け、次の３つを基本方策として関係機関・団体等が連携し、総合的な空家等対

策の推進に取り組みます。 

基本方策１ 空家等の発生の予防 

基本方策２ 所有者等による空家等の適正な維持管理及び利活用の促進 

基本方策３ 関係機関の連携による総合的な空家等対策の推進 

    

（２）基本的事項 

  ア 計画の対象地域 

   本計画において対象とする地域は、福知山市全域とします。 

  イ 対象とする空家等の種類 

本計画の対象とする「空家等」の定義は、法第２条第１項に規定する「空家等」

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目  標：安全で安心して暮らせる空家等による問題のないまち 

 
成果指標：市内空家等の数   １,２００件（令和８年度末）に抑える 

  参考： 令和２年度末 空家等実態調査による把握件数 １,１７５件 

  国の住生活基本計画の成果指標からの空き家増加推計 １．２％上昇

／年により本市空家等数を１,２６４件（令和８年度末）と推計 

空家法抜粋 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団

体が所有し、又は管理するものを除く。 
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３ 取組み事項 

当初計画に基づく各種取組みを継続して実施し、その効果や社会状況の変化等を踏

まえ随時見直しを行います。 

（１）空家等の実態の把握  

継続的に市内における空家等の総数や現状を実態調査により把握することで、空

家等対策を効率的、効果的に推進します。市内の全自治会に対し調査協力を依頼し、

前回（平成２８年度実施）の空家等実態調査を基に作成したデータベースを管理・

更新していきます。 

  ア 第１次調査（事前調査） 

市内全３２６自治会に対し、自治会内の空家等の所在地、状態、把握できる範

囲での所有者等情報の提供を依頼します。今後は、前回調査時のデータを含め、

個人情報保護法等に基づき可能な範囲で情報を共有します。 

  イ 第２次調査（現地調査） 

第１次調査で情報提供を受けた空家等について、水道の閉栓状況等と照合し、

調査対象を抽出します。対象とした全建築物について外観目視により、用途、構

造、建物の傾斜等から危険面、景観面、生活環境の保全面等を詳細に現地で調査

します。 

  ウ 第３次調査（所有者等の意向調査） 

市が保有する固定資産税に関連した資料から空家等の所有者等を特定し、「今

後、空家等をどうしていきたいか」など、管理に関する意向調査を実施します。 

 

（２）所有者等による空家等の適切な管理の促進   関連する基本方策：１・２ 

空家等の適切な管理は、第一に当該空家等の所有者等の責任において行われべき

であることから、所有者等における意識の向上に取り組みます。 

 

 

 

 

 

また、空家等対策の推進にあたっては、空家等を発生させないことが第一の予防

策であることから、次の取組みを実施します。 

 ア 市民意識の向上に向けた啓発 

市の広報誌、ホームページや固定資産税のあらまし等を活用し、空家等対策の

概要、所有者等の管理意識の向上と所有者等の責任について啓発するとともに、

利活用方法等について周知します。 

また、本市における空家等の発生理由において、住人の死亡によるものが最も

多いという調査結果から（p.資-１０）、住宅の将来の相続人となりうる若年層に

訴求するよう、ＳＮＳや動画配信等の手法も用いながら、これまでの所有者を対

象とした啓発に加えて、将来の相続人も潜在的な空家等対策の対象者として、「所

成果指標：苦情や相談のあった空家等の所有者への連絡・助言・指導によ

る解決率 ５０％以上（令和８年度末）   

参考：除却・補修により解決 １５％弱（令和２年度末） 

（p.４）   
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有者等が元気なうちからみんなで考えて」いただけるように働きかけます。 

  イ 既存住宅の良質化と長寿命化 

空家等の発生を抑制するためには、長く住み続けることや住み継ぐことのでき

る住宅が整備されていることが重要です。このため、耐震化支援制度や住宅改良

資金融資制度等を活用し、所有者等が行う住宅の良質化、長寿命化を支援します。 

ウ 関係機関と連携した相談体制の充実 

本市の相談窓口を「空家サポートセンター」に一本化しており、空家等の利活

用相談から適正な管理への助言や情報提供等まで幅広く対応しています。 

また、所有者等が住宅の管理や処分、相続登記の方法など、対処不能なまま放

置されることが空家等の発生する要因のひとつとなっていることから、総合的な

相談を受ける体制について関係機関・団体等との連携を更に推進します。 

 

（３）空家等及び除却した空家等に係る跡地の利活用の促進   

 関連する基本方策：１・２ 

空家等の実態調査において、所有者等の適正管理の必要性を説明する文書と共に

利活用や各種制度を説明したチラシを同封し、利活用のメリット及び管理できない

場合のデメリットについて重点的に啓発します。 

 

 

 

 

ア 利活用できる空家等 

空家等には、所有者等自身による管理を行うだけでなく、希望者への賃貸・

売買といった利活用方法もあります。 

本市の農山村地域及び中心市街地においては、空き家バンク制度により、空

き家を登録し、買いたい、借りたい利用者とのマッチングを行い、利活用を進

める「福知山市農山村地域空き家情報バンク」や「福知山市空き家・空き店舗

等ストックバンク」を実施しています。 

制度の利用促進を図るため、所有者等への市広報誌やホームページを利用し

た周知を継続して行います。 

また、改修後の活用を条件とした空き家改修補助や、空き家の購入・賃貸に

かかる負担軽減に向けた支援を行います。 

地元自治会及び地域協議会と移住希望者との橋渡しを進め、空家等の解消と

地域コミュニティの活性化を図ります。 

イ 空家等の跡地活用 

空家等を除却した跡地は、個人の財産であるとともに、跡地の有効活用や市場

流通がされれば、地域の活性化にも有効な資産になります。所有者等に積極的に

情報提供等の支援を行います。 

  

成果指標：福知山市農山村地域空き家情報バンクへの新規登録数 

 ５０戸／年（令和８年度） 

参考：令和２年度:４５戸 令和元年度：２６戸 
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（４）管理不全空家等に対する措置         関連する基本方策：２・３ 

 

 

ア 管理不全空家等の認定 

適切な管理が行われておらず周辺へ悪影響を及ぼす可能性がある空家等につ

いては、「福知山市管理不全空家等の判断基準及び対応手順」に基づき判断し、空

家等が特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるとき

は、管理不全空家等として認定します。 

また、管理不全空家等として認定した建築物は、その理由を付して書面により

所有者等に通知します。 

  イ 管理不全空家等の所有者等に対する措置 

管理不全空家等の所有者等に対し、指導や勧告等を空家法に基づき、下記のと

おり実施します。 

 （ア）指導 

管理不全空家等の所有者等に対して、所有者等による自発的な状態の改善を

促すことを目的とし、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなる

ことを防止するために必要な措置をとるよう指導します。 

 （イ）勧告 

上記の指導を行った場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善さ

れず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと

認めるときは、所有者等に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空

家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的

な措置について勧告します。 

なお、勧告を受けた管理不全空家等の敷地が、地方税法の規定により、住宅

用地特例に対する課税標準の特例（以下「住宅用地特例」という。）の適用を

受けるものとして、固定資産税等が減額されている場合は、住宅用地特例の対

象から除外されます。 

  ウ 認定の解除 

    前項（ア）指導で通知した内容がすべて改善された場合は、認定を（勧告

後は勧告も）解除します。 

空家法抜粋 

第１３条第１項 

 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置す

れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、

当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有

者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）

に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止する

ために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 
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（５）特定空家等に対する措置           関連する基本方策：２・３ 

 

 

 

 

 

 

  ア 特定空家等の認定 

著しく管理不全の状態にある空家等については、所有者等へ通知後、現地立入

調査を行い「福知山市特定空家等判断基準」に基づき判断し、空家等がそのまま

放置された場合の周辺にもたらされる悪影響や危険性などを踏まえ、特定空家等

として認定します。 

認定に際して、客観性、妥当性及び公平性を確保するために福知山市空家等対

策協議会から意見を聴取します。また、特定空家等として認定した建築物は、そ

の理由を付して書面により所有者等に通知します。 

  イ 特定空家等に対する措置 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす特定空家等の所有者等に対し、助言・指導や

勧告等を空家法に基づき実施します。 

 （ア）助言・指導 

特定空家等の所有者等に対して、自らの意思による改善を促すため、所有者

等に対し口頭により措置に関する助言を行います。また、助言を行ったにも関

わらず状況が改善されない場合には、所有者等に対して必要な措置の内容を付

して書面により指導を行います。 

 （イ）勧告 

助言・指導を再三にわたって行ったにも関わらず、改善される見込みがない

場合は、所有者等に対し措置に必要と考えられる猶予期限を設け、書面により

必要な措置について勧告します。 

なお、勧告を受けた特定空家等は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外

れることとなるため、勧告の実施においては、その客観性、妥当性及び公平性

を確保するために福知山市空家等対策協議会に意見を聴き決定します。 

 

空家法抜粋 

第２条第２項 

 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安

上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他

周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると

認められる空家等をいう。 

成果指標：特定空家等に認定１年後の空家等問題解決率  １００％ 

  参考：２０２２（令和３）年度末までの認定件数  ７件  

所有者による除却      ３件  

略式代執行による除却    ３件 

所有者等への助言・指導中  １件 
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 （ウ）命令 

上記の勧告を受けた所有者等が正当な理由なく期限までに措置を実施しな

かった場合は、所有者等に対し書面により必要な措置を命令します。 

 （エ）代執行 

上記の命令を受けた所有者等が期限までに命令の措置を実施しなかった場

合は、措置の緊急性、必要性等について福知山市空家等対策協議会に意見を聴

き、空家法及び行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）に基づいて必要な措

置を実施します。 

 （オ）略式代執行 

必要な措置を命令しようとする場合において、過失がなくてその措置を命令

されるべき者を確知することができないとき（過失がなくて助言又は指導及び

勧告が行われるべき者を確知することができないときを含みます。）は、略式

代執行により必要な措置を実施します。 

 （カ）緊急代執行 

災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にあ

るなど、特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活

環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、当該措

置を取ることを命令するいとまがないときは、命令及び命令に付随する手続等

を経ることなく、必要な措置を実施します。 
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【空家等に対する措置の流れ】 

 

福
知
山
市
空
家
等
対
策
協
議
会(

法
第
８
条)

事前調査（第１次調査）・住民等からの空家等に関する相談、通報

現地調査（第２次調査） 所有者等による管理

所有者等調査（第３次調査）

データベース登録

特定空家等への認定

助言、指導

（法第２２条第１項）

勧告

（法第２２条第２項）

命令

（法第２２条第３項）

標識の設置と公示

（法第２２条第１１項）

【空家等の発生を予防する取組み】

・広報誌、チラシ等による啓発 ・既存住宅の良質化と長寿命化支援 ・相談体制の整備（相続、譲渡等） など

【空家等となった建築物の適正な維持管理に関する取組み】

・相談体制の整備（管理、売買、賃借等） ・空家等所有者等に対する情報提供や助言等（法第１２条）
【空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進】

・空き家バンク制度等による有効活用の促進 ・財産管理制度を利用した空家等の活用促進

法の適用除外

法の適用

所有者等の特定、情報提供書(指示書)、意向調査

意見聴取

意見聴取

意見聴取

行政代執行

（法第２２条第９項）

略式代執行

（法第２２条第１０項）

公告

（法第２２条第１０項）

所
有
者
等
を
確
知
で
き
な
い
場
合

指導

（法第１３条第１項）

勧告

（法第１３条第２項）

緊急代執行

（法第２２条第１１項）

税務課へ

情報提供

（住宅用地特例の解除）
税務課へ情報提供

（住宅用地特例の解除）

管理不全空家等

への認定
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（５）空家等に関する対策の実施体制の充実       関連する基本方策：３ 

空家等に関する相談窓口に寄せられる内容には、所有者等による相続や今後の

活用方針に関するものから、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に関する周辺住

民による苦情まで多岐にわたり、相談者が求める回答には、専門的な知識が必要

となる事例が多くあります。そのため、空家等の発生を予防する取組み段階から

関係機関、団体等と連携し、迅速な回答ができるよう努めます。 

  ア 関係機関と連携した相談体制の充実 

本市は「京都弁護士会」、「京都府建築士会」、「京都府宅地建物取引業協会」、

「京都土地家屋調査士会」と空家等対策に対する協定を令和元年７月に締結しま

した。空家等の発生の未然防止、流通及び活用等における総合的な対策を推進す

るにあたり、高度な専門性を持った関係機関と連携・協力することにより、空家

等対策をより効果的に進めることを目指します。 

  イ 福知山市空家等対策協議会 （p.資－６） 

空家等対策の関係機関・団体等から委員を委嘱し、福知山市空家等対策協議会

を組織しています。協議会では、以下の事項について協議します。 

（ア）福知山市空家等対策計画に関すること。 

 （イ）特定空家等の認定基準の改定及び認定に関すること。 

  （ウ）特定空家等への勧告等に関すること。 

 （エ）代執行に関すること。 

  （オ）空家等対策の推進に係る関係機関の連携に関すること。 

  （カ）その他、空家等対策に必要な事項。 

  ウ 空家等対策に係る庁内連携 

本市の空家等対策について、関係部局で密接に連携、情報交換を行い、総合的、

横断的な対応ができるよう取り組みます。 

  〇庁内関係部局と役割例 

地域振興部まちづくり推進課 

・空家等対策協議会の運営に関すること。 

・空家等対策計画に関すること。 

・空家等対策の助言・指導、勧告、命令、代執行、緊急安全措置に関すること 

・空家等の相談窓口に関すること。 

・農山村部における空き家バンク制度による空き家の活用に関すること。 

・庁内の連携に関すること。 

   財務部税務課 

・空家等の所有者把握に係る固定資産税課税台帳閲覧に関すること。 

・勧告を受けた特定空家等の固定資産税住宅用地特例除外に関すること。 

   市民総務部生活環境課 

・環境衛生に関すること。 
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  産業政策部産業観光課 

・中心市街地における空き家・空き店舗ストックバンク制度による空き家の活

用に関すること。 

建設交通部道路河川課 

・市道、河川管理上で支障のある空家等の把握に関すること。 

建設交通部建築住宅課  

・空家等の危険性調査に関すること。 

・福知山市特定空家等判断基準による空家等の調査に関すること。 

・空家等対策の代執行、緊急安全措置時の技術的サポートに関すること。 

 

（６）その他空家等に関する対策 

  ア 緊急安全措置の実施 

適正な管理が行われていない空家等に、倒壊、崩壊等の著しい危険が切迫し、

人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害を及ぼすおそ

れがあると認める場合で、所有者等が判明している場合には、所有者等へ緊急の

対応を依頼します。 

また、所有者等が対応できない場合や所有者等が不明の場合は、市が所有者等

に代わって緊急安全措置を実施するものとします。 

なお、緊急安全措置の実施に要した費用は、所有者等から徴収します。 

  イ 関係団体との連携 

  （ア）警察との連携 

空家等が犯罪等の温床となることを未然に防止するため、空家法等に基づい

て空家等の情報提供等を行います。 

  （イ）自治会との連携 

空家等の状態を継続的に把握し、特定空家等の発生を未然に防止するために

自治会と連携し、日頃から空家等の情報提供体制の整備や定期的な空家等の調

査を実施していきます。 

  （ウ）その他の関係団体等との連携 

上記のほか、空家等対策の推進に必要となる事項については関係団体等に協

力を要請し、迅速かつ効果的な対応を行うものとします。 
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１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 
（平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号） 

 
目次 
第一章 総則（第一条―第八条） 
第二章 空家等の調査（第九条―第十一条） 
第三章 空家等の適切な管理に係る措置（第十二条―第十四条） 
第四章 空家等の活用に係る措置（第十五条―第二十一条） 
第五章 特定空家等に対する措置（第二十二条） 
第六章 空家等管理活用支援法人（第二十三条―第二十八条） 
第七章 雑則（第二十九条） 
第八章 罰則（第三十条） 
附則 
第一章 総則 
（令五法五〇・章名追加） 
（目的） 
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民
の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保
護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空
家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二
項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進
するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推
進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住
その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に
定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団
体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と
なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ
れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る
ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（令五法五〇・一部改正） 
（国の責務） 
第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収
集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の
促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（令五法五〇・全改） 
（地方公共団体の責務） 
第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等
に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければ
ならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他
空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の
提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなけれ
ばならない。 

（令五法五〇・全改） 
（空家等の所有者等の責務） 
第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪
影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実
施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（令五法五〇・追加） 
（基本指針） 
第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する
ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 
四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじ
め、関係行政機関の長に協議するものとする。 

資 ― １
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４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な
く、これを公表しなければならない。 

（令五法五〇・旧第五条繰下・一部改正） 
（空家等対策計画） 
第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、
基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい
う。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等
に関する対策に関する基本的な方針 
二 計画期間 
三 空家等の調査に関する事項 
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の
促進に関する事項 
六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条
第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項ま
での規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 
七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等
の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的
社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認
められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域に
おける空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指
針」という。）に関する事項を定めることができる。 
一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中
心市街地 
二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生
拠点 
三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 
四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）
第二条第二項に規定する重点区域 
五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能
を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 
二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要
な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条
において「誘導用途」という。）に関する事項 
三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地
の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用
促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二
条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の
跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項
の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項
において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十
八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において
準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるた
めの要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の
規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要
件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満
の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上
接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促
進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとし
て国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区
域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指
定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する
事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第
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七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を
含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及
び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならな
い。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条
第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの
規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）
に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区
域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四
十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項におい
て準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定による
許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以
下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用
途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

10 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、
特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域に
おける経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の
同意をすることができる。 

11 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び
第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和
が保たれたものでなければならない。 

12 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。 

13 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、
技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

14 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 
（令五法五〇・旧第六条繰下・一部改正） 
（協議会） 
第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協
議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の
議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が
必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
（令五法五〇・旧第七条繰下） 
第二章 空家等の調査 
（令五法五〇・章名追加） 
（立入調査等） 
第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を
把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが
できる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空
家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくは
その委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所
に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通
知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、
この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す
証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。 

（令五法五〇・一部改正） 
（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 
第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報
であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため
に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内
部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの
うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する
目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの
について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要
な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 
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３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関
係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等
の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（令五法五〇・一部改正） 
（空家等に関するデータベースの整備等） 
第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は
賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適
切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同
じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必
要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（令五法五〇・一部改正） 
第三章 空家等の適切な管理に係る措置 
（令五法五〇・章名追加） 
（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 
第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対
し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 
第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれ
ば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態に
あると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指
針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等
が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をす
ることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状
態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと
認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家
等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について
勧告することができる。 

（令五法五〇・追加） 
（空家等の管理に関する民法の特例） 
第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき
は、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定に
よる命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をす
ることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると
認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請
求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要が
あると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十
四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

（令五法五〇・追加） 
第四章 空家等の活用に係る措置 
（令五法五〇・章名追加） 
（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者
が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供
その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（令五法五〇・旧第十三条繰下） 
（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 
第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、
空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当する
ものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的
社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当
該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を
講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認め
るときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分に
ついてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（令五法五〇・追加） 
（建築基準法の特例） 
第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が
第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された
ときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法
第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用
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者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特
別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用
する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定め
られた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物
で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条
第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたとき
は、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四
十八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及
び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」
と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上や
むを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百
二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により
公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途
特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可
した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規
定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認
めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁
が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」
とする。 

（令五法五〇・追加） 
（空家等の活用の促進についての配慮） 
第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含
む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化
調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十
項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用
途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当
該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の
結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をす
るものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家
等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途
に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可
その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮を
するものとする。 

（令五法五〇・追加） 
（地方住宅供給公社の業務の特例） 
第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二
十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委
託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等
の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅
供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業
務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法
（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（令五法五〇・追加） 
（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 
第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第
百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家
等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会
的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（令五法五〇・追加） 
（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 
第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十
七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一
項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活
用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

（令五法五〇・追加） 
第五章 特定空家等に対する措置 
（令五法五〇・章名追加） 
第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修
繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置す
れば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ
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のある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）を
とるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等
の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予
期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要
な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措
置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の
猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命
じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び
提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意
見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対
し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措
置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなけ
ればならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ
て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に
規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証
拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら
れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期
限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の
定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ
とができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置
を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知する
ことができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われ
るべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができ
ないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行
い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」
という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その
定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を
行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収
する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態に
ある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保
全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規
定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、
当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者
に行わせることができる。 

12 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条
の規定を準用する。 

13 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交
通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ
の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げては
ならない。 

15 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章
（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る
ために必要な指針を定めることができる。 

17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省
令・総務省令で定める。 

（令五法五〇・旧第十四条繰下・一部改正） 
第六章 空家等管理活用支援法人 
（令五法五〇・追加） 
（空家等管理活用支援法人の指定） 
第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規
定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しく
は活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正か

資 ― 6
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つ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法
人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所
及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更す
るときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけ
ればならない。 

（令五法五〇・追加） 
（支援法人の業務） 
第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家
等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理
又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 
二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その
他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 
三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 
四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 
五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 
六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事
務を行うこと。 

（令五法五〇・追加） 
（監督等） 
第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要
があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認め
るときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命
ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の
規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら
ない。 

（令五法五〇・追加） 
（情報の提供等） 
第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の
提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があると
して、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情
報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度
で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するとき
は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連
情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 
（令五法五〇・追加） 
（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 
第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対
し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をす
ることを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係
る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は
変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。
この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由
を明らかにしなければならない。 

（令五法五〇・追加） 
（市町村長への要請） 
第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理
のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求
をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるとき
は、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定によ
る請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請
をした支援法人に通知するものとする。 

資 ― ７
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（令五法五〇・追加） 
第七章 雑則 
（令五法五〇・章名追加） 
第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策
の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補
助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ
く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の
措置を講ずるものとする。 

（令五法五〇・旧第十五条繰下・一部改正） 
第八章 罰則 
（令五法五〇・章名追加） 
第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の
過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

（令五法五〇・旧第十六条繰下・一部改正） 
附 則 
（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布
の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、ただし書に
係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 
２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案
し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規
定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置
法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適
用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」と
あるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）
附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この
法律の施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新法第
二十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律に
よる改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」という。）第
十四条第十項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、
施行日以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第
十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経
過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定につい
て、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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２ 福知山市空家等の適正管理に関する条例 

 
平成 28 年７月 25 日条例第４号  

（目的） 
第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号。以下
「法」という。）に定めるもののほか、市の区域内にある空家等の適正な管理に関し必要な
事項を定めることにより、市民等（市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しく
は通学する者をいう。以下同じ。）の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環
境の保全及び安心で安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。 
（所有者等の責務） 
第３条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努
めなければならない。 

（市の責務） 
第４条 市は、第１条の目的を達成するため、空家等の適切な管理に関する施策を策定し、
これを実施するものとする。 

（市民等の責務） 
第５条 市民等は、地域の生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する空家等の適切な
管理に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 市民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに市長にその
情報を提供するよう努めるものとする。 

（協議会の設置） 
第６条 法第８条第１項の規定により、福知山市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）
を置く。 

２ 協議会は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。 
(１) 特定空家等の認定に関すること。 
(２) 特定空家等に対する措置に係る手続に関すること。 
(３) その他市長が必要と認める事項に関すること。 

３ 協議会は、委員 10人以内をもって組織する。 
４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 
６ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定め
る。 

（管理不全空家等の認定） 
第７条 市長は、法第 13条第１項の管理不全空家等と認めるにあたっての基準を定めるもの
とする。 

２ 市長は、空家等に関し第５条第２項の情報提供を受けたとき、又は管理不全空家等に該
当すると思料するときは、前項の基準に基づく調査を行うものとする。 

３ 前項の場合において、市長は、当該空家等が管理不全空家等であると認めるときは、当
該空家等を管理不全空家等として認定するものとする。 

第８条 市長は、前条の調査により認定を受けた管理不全空家等の所有者等に対し、法第 13
条第１項の規定による指導、同条第２項の規定による勧告を実施するものとする。 

（特定空家等の認定） 
第９条 市長は、空家等に関し第５条第２項の情報提供を受けたとき、又は特定空家等に該
当すると思料するときは、法第９条第１項及び第２項（特定空家等の認定において、必要
な範囲に限る。）の規定による調査を行うものとする。 

２ 前項の場合において、市長は、当該空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空
家等を特定空家等として認定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により特定空家等の認定をしようとするときは、あらかじめ協議会
の意見を聴くものとする。 

（特定空家等に対する措置に係る手続） 
第 10 条 市長は、前条の規定により認定を受けた特定空家等の所有者等に対し、法第 22 条
第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは第 10項の
規定による代執行を実施しようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。 

（立入調査） 
第 11 条 市長は、法第９条に定めるもののほか、次条の規定の施行に必要な限度において、
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当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査（以下「立入
調査」という。）をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求
があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。 

（緊急安全措置） 
第 12 条 市長は、適正な管理が行われていない空家等（特定空家等を含む。）に、倒壊、崩
壊等その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命若しくは身体に対する危害又は財産
に対する甚大な損害（以下この項において「危害等」という。）を及ぼし、又はそのおそれ
があると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、当該空家等の除
却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要最小限の措置（以
下この条において「緊急安全措置」という。）をとることができる。 

２ 市長は、緊急安全措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の
内容を当該所有者等に通知しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置をとった場合において、当該措置に係
る所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当
該措置の内容を告示しなければならない。 

４ 市長は、緊急安全措置をとったときは、その費用を当該空家等の所有者等から徴収する
ものとする。 

（関係機関との連携） 
第 13条 市長は、第１条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空家等が所
在する地域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。 

（委任） 
第 14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で
定める。 

（過料） 
第 15 条 第 11 条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者（所有者等に
限る。）は、５万円以下の過料に処する。 
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３ 福知山市空家等対策協議会規則 

 

平成 28年７月 25日規則第 10号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福知山市空家等の適正管理に関する条例（平成 28 年福知山市

条例第４号）第６条第１項に規定する福知山市空家等対策協議会（以下「協議会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協議会の委員） 

第２条 協議会の委員は、市長及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年

法律第 127 号）第８条第２項に規定する者（市長を除く。）のうちから市長が委嘱

する者をもって充てる。 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

（意見の聴収） 

第５条 協議会は、協議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、地域振興部まちづくり推進課において処理する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 28年８月１日から施行する。 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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４ 福知山市空家等対策協議会委員構成 

 

令和４年４月１日現在  

 分  野 推薦団体名 

1 自治会長代表 自治会長運営委員会 

2 弁護士 京都弁護士会 

3 宅地建物取引業者 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 

4 土地家屋調査士 京都土地家屋調査士会 

5 建築士 一般社団法人 京都府建築士会 

6 福祉代表 社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 

7 学識経験者  

8 市 民 一般公募 

9 京都府職員 京都府（中丹西土木事務所） 

10 市長  

（順不同） 
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５ 空家等実態調査及び空家等所有者意向調査のアンケート結果 

（１）空家等の数（空家等実態調査結果から） 

本市では、市内の空家等の実態調査を実施し、総数（実数値）を把握しまし

た。 

調査期間 平成２８年６月～ 平成３１年４月 

調査方法 第１次調査 本市の依頼に応じて自治会で調査を実施 

第２次調査 第 1次調査の結果を基に、職員により空家等と思われ

る物件の外観調査、聞き取り調査を実施 

調査結果 第２次調査対象１,３０６件のうち、１,１９７件を空家等として把

握しました。（平成３１年４月３０日時点） 

その後の相談件数や除却等を増減して令和３年３月３１日時点で１,１７５件を

空家等として把握しています。 

 

福知山市地区別空家等数 

 

 

本市の空家等実態調査は、現在までに１回のみの実施のため、空家等の実数値

の増減推移といった経年の傾向を直接比較することはできませんが、総務省によ

る平成２５年・平成３０年の住宅・土地統計調査からは、空き家数は現在も増加

傾向にあることが確認できます（表４）。 

 

  

地区別
空家等

数
高齢
化率

地区別
空家等

数
高齢
化率

地区別
空家等

数
高齢
化率

惇 明 167 26.1% 上六人部 12 45.9% 下夜久野 59 50.9%

昭 和 100 23.2% 中六人部 18 49.4% 中夜久野 19 49.6%

大 正 44 24.6% 下六人部 19 20.2% 上夜久野 72 53.5%

雀 部 35 25.8% 上 川 口 34 41.2% 美 河 100 39.7%

遷 喬 24 24.2% 金 谷 46 49.9% 美 鈴 16 50.2%

成 仁 14 16.4% 三 岳 37 55.3% 有 仁 48 50.5%

庵 我 46 41.1% 金 山 27 57.1% 合 計 1,175 30.3%

佐 賀 13 50.7% 雲 原 4 51.9%

下 豊 富 60 30.7% 菟 原 23 50.9%

下 川 口 8 51.2% 細 見 53 41.7% 　(令和３年３月３１日時点）

上 豊 富 46 33.2% 川 合 31 53.8%
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（２）空家等発生の理由（空家等所有者意向調査のアンケート結果(以下、アンケー

ト結果と呼びます。)から） 

アンケート結果の「３ 空き家となった理由」から、本市内では「居住者の死

亡（１６３件 ３７.５％）」「居住者の施設入所（４８件 １１.０％）」といっ

た多くが高齢者に係わる理由により、空き家が発生している傾向が確認できまし

た。 

調査期間 平成３０年９月～令和３年３月 

調査方法 空家等実態調査で所有者等の判明した１,０３３件に対し、空き家 

になった理由や今後の利活用の意向等の調査書を送付 

回収率  ４５１件（４３．６％）の回答を得ました。 

 

（３）所有者等の意向 

アンケート結果の「９ 空き家の活用について」から、「活用は考えていない  

（９５件 １７．３％）」、「未定（９８件 １７.８％）」と「未回答（３７件 ６.

８％）」の計２３０件、約半数が活用しない意向でした。 

活用意向のある場合も「売却（１５０件 ２７.３％）」「解体（７４件 １３.５％）」

などとなっており、多くの方が自身が管理しなくともよい方法を検討されています。 

 

（４）利活用に向けての課題 

アンケート結果の「10 空き家の活用で困っていること」では「老朽化 （１

２８件 １６.３％）」といった物理的な課題や、「解体費用を捻出できない（８７

件 １１.０％）」「固定資産税が上がる（７１件 ９.１％）」という経済的な課題

を挙げられています。また、「売却、賃貸の相手が見つからない（１０９件 １

３.９％）」「売却、賃貸の方法がわからない（６９件 ８.８％）」といった空家等

に関する情報の不足についての課題や、「家財・仏壇あり（１１２件 １４.

３％）」「愛着がある（２８件 ３.６％）」といった心理的な課題を挙げられてい

ます。 

 

（５）空家等における将来予測 

本計画内の各図・表から、本市では高齢化が進行していることと、居住者の死亡

や施設入所といった、主に高齢者に係わる理由により空家等が発生している事例が

多い状況が確認できます。また、単独世帯や核家族等の増加から、家屋の世代継承

の難易度が上がっていると考えられます。 

そのため、本市においては今後も継続して空家等が増加していくことを予測しま

した。空家等の増加を抑制するためには、継続した適切な施策の実施が必要であり、

空家等実数値の把握と所有者等の課題の把握が重要です。今後も継続して空家等の

実態調査や所有者等への意向調査を実施し、調査結果を随時施策に反映させていき

ます。 
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　空家等所有者意向調査アンケート　集計結果 令和３年３月３１日時点

1 対象建築の建築年数

建築時期はいつ頃ですか。


昭和 1～30年 50
昭和31～50年 96
昭和51～64年 50
平成 1～25年 33
不明 191
未回答 31

2 空き家になった時期及び使用状況

住宅は空き家となっていますか。

空き家となっている（いつから空き家か）

空き家となっている 272 昭和 22
空き家ではない 170 平成 1～10年 26
未回答 9 平成11～20年 76

平成21～30年 107
未回答 41

272

空き家ではない（使用状況について）
週末などに利用 13
月に１回利用 33
年に数回 69
使用していない 5
その他 42
未回答 8

170

3 空き家となった理由

空き家となったのは、どのような理由ですか。（複数回答有）

居住者が死亡 163
居住者が施設入居 48
居住者の転居 51
親や子世帯との同居 23
転勤 3
賃借人が転居 16
その他 33
未回答 98

4 空き家の使用目的

住宅等はどのような目的で使用されていますか。（複数回答有）

家具・荷物の保管 233
お墓参り、お盆や正月 134
賃貸（利用者なし） 17
賃貸（利用者あり） 7
売却、譲渡、解体済 20
別荘 21
その他 118
未回答 44

0 50 100 150 200 250

家具・荷物の保管

お墓参り、お盆や正月

賃貸（利用者なし）

賃貸（利用者あり）

売却、譲渡、解体済

別荘

その他

未回答

0 50 100 150 200

昭和 1～30年

昭和31～50年

昭和51～64年

平成 1～25年

不明

未回答

空き家と

なってい

る

60%

空家では

ない

36%

未回答

2%

0 50 100 150 200

居住者が死亡

居住者が施設入居

居住者の転居

親や子世帯との同居

転勤

賃借人が転居

その他

未回答

昭和

8%

平成 1～10年

10%

平成11～20年

28%平成21～30年

39%

未回答

15%

空家となっている

週末などに利

用

8%

月に１回利用

19%

年に数回

40%

使用して

いない

4%

その他

25%

未回答

5%

空家ではない
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5 誰が維持管理を行っているかについて

住宅の維持管理は、誰が行っていますか。（複数回答有）

所有者本人または家族 328
親類または知人 42
不動産業者など民間業者 17
維持管理を行っていない 48
その他 19
未回答 32

6 維持管理の状況について

管理としてどのようなことをしていますか。（人に頼んでいる場合も含みます。）（複数回答有）

外観の点検 276
風通し、雨漏り点検 239
庭木の伐採、草刈等 291
冬季間の除雪 31
家屋内の清掃 203
破損個所の修繕 154
その他 47
未回答 47

7 維持管理の割合について

住宅等の管理はどのくらいの割合で行っていますか。

1～2週間に1回程度 33
月に1回程度 80
2～3ヶ月に1回程度 114
半年に1回程度 72
1年に1回程度 42
数年に1回程度 21
その他 47
未回答 50

459

8 維持管理で困っていること

管理をする（行おうとする）上で困っていることはありますか。

（複数回答有）
困っていない 88
管理の手間が大変 136
身体的、年齢的な問題 133
現住所からの距離が遠い 188
管理を頼める人がいない 51
その他 37
未回答 45

0 50 100 150 200 250 300 350

所有者本人または家族

親類または知人

不動産業者など民間業者

維持管理を行っていない

その他

未回答

0 50 100 150 200 250 300

外観の点検

風通し、雨漏り点検

庭木の伐採、草刈等

冬季間の除雪

家屋内の清掃

破損個所の修繕

その他

未回答

0 20 40 60 80 100 120

1～2週間に1回程度

月に1回程度

2～3ヶ月に1回程度

半年に1回程度

1年に1回程度

数年に1回程度

その他

未回答

0 50 100 150 200

困っていない

管理の手間が大変

身体的、年齢的な問題

現住所からの距離が遠い

管理を頼める人がいない

その他

未回答
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9 空き家の活用について

住宅の活用についてお考えのことはありますか。（複数回答有）

活用は考えていない 95
売却を検討 150
賃貸を検討 35
将来親族が居住 20
建て替え 6
解体 74
未定 98
その他 35
未回答 37

10 空き家の活用で困っていること

住宅等の活用について困っていることはありますか。（複数回答有）

売却、賃貸の相手が見つからない 109
売却、賃貸の方法がわからない 69
解体費用を捻出できない 87
解体すると固定資産税が上がる 71
家財や仏壇を置いたままである 112
愛着があり、他人に賃貸・売却できない 28
相続の話合いがつかない 11
建物が老朽化している 128
その他 43
未回答 126

11 空き家バンク制度について

本市の空き家バンク登録制度をご存知ですか。

知っている 177
知らない 224
未回答 58

459

12 空き家バンク制度の登録について

今後、空き家バンク制度の登録についてお考えのことはありますか。

今後利用したい 79
利用したくない 133
条件によっては利用したい 145
未回答 102

459

13 空き家バンク制度への情報提供について

空き家バンク担当部署に情報提供させていただいてもよろしいですか。

情報提供してもよい 178
情報提供してもらいたくない 107
未回答 174

459

0 20 40 60 80 100 120 140 160

活用は考えていない

売却を検討

賃貸を検討

将来親族が居住

建て替え

解体

未定

その他

未回答

0 20 40 60 80 100 120 140

売却、賃貸の相手が見つからない

売却、賃貸の方法がわからない

解体費用を捻出できない

解体すると固定資産税が上がる

家財や仏壇を置いたままである

愛着があり、他人に賃貸・売却できない

相続の話合いがつかない

建物が老朽化している

その他

未回答

知って

いる

35%

知らない

51%

未回答

13%

空家バンク制度を知っているか

今後利用し

たい

17%

利用したく

ない

29%

条件によって

は利用したい

29%

未回答

22%

空家バンク制度の登録について

情報提供し

てもよい

39%

情報提供し

てもらいたく

ない

23%

未回答

38%

空家バンク制度への情報提供について
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